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播磨ふれあいの家だより播磨ふれあいの家だより

▶申込み・問合せ　播磨ふれあいの家☎０７９（６７８）１４８１　朝来市多々良木1244-1

忘年会はお済みですか？
　今年もあと１ヵ月ほどで終わってしまいます。１年なんて

「あっ！」という間ですね。
　この１年を振り返っての忘年会などはいかがですか？寒い
時期となります。こんな時はあったか～い鍋料理でおしゃべ
りしませんか？
≪鍋料理アラカルト≫（税・サービス料込）

生野イルミネーションロード
　朝来市生野町は毎年12月に入ると街角に
５万個のイルミネーションが点灯します。
まちを暖かくするみんなの明かりです。
　このイルミネーションロードに宿泊のお
客さまをお連れしようと企画いたしました。
▶期間　12月10日（木）～25日（金）
▶タイムスケジュール
夕食後 19:30 宿を出発
 19:45 イルミネーションロード到着
  （ゆっくり歩いて観てください）
 20:15 生野町出発
 20:30 宿に到着
※ご宿泊の方に限ります
※参加者がある場合のみ運行します

休館のお知らせ
　日頃はたくさんの皆さまにご利用いただき本当にありがとうございます。
当館は下記の期間中、改修工事のため休館をさせていただくこととなりま
した。ご愛顧をいただいています皆さまには、大変ご不便をおかけいたし
ますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
▶期間　平成28年１月18日（月）～２月29日（月）
※工事期間中でも原則として月～金曜日の午前９時～午後５時はお電話
でのお問い合わせと３月以降のご予約をお伺いします。

旬まちの

▲冬に海でもため池でも見られるヒドリガモ

　今年もまた、多くの冬鳥が播磨
町にやってきました。町内では過
去３年間で、下記に列記したよう
な豊富な種が確認されています。
これは、播磨町を含む東播磨の地
域がため池や川、海など水辺の自
然が豊かな証拠でもあります。
　冬のバードウォッチングは、木々
の葉が落ちて枝に止まっている小
鳥を見つけやすいこと、冬に多く
渡ってくる水鳥はじっとしている
ため観察がしやすいことから、初心者にもおすすめ
です。
　写真は、２月に古宮漁港で撮影したヒドリガモで
す。茶色い顔で額から後頭部にかけてクリーム色を

していて、体はグレーで目立たな
いのですが、冬の喜瀬川やため池
や海沿いのテトラポットのそばで
見ることができます。よく通るか
ん高い声で「ピューッ」と笛の音
のように鳴くので、皆さんも聞き
覚えがあると思います。ウォーキ
ングの合間に探してみませんか？
名前を知っている鳥に出会うと、
ちょっと楽しくなりますよ。もっ
とたくさんの鳥の名前を憶えたい

人には、バードウォッチングへの参加をお勧めします。
　町では、今年も２月に予定していますので、２月
号広報でご案内をします。ぜひご参加ください。
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冬鳥たちに選ばれたまち播磨町冬鳥たちに選ばれたまち播磨町

マガモ、カルガモ、コガモ、ハシビロガモ、ヒドリガモ、カワウ、ダイサギ、アオサギ、イソシギ、カワセミ、
キセキレイ、コサギ、セグロセキレイ、ハクセキレイ、カワラヒワ、キジバト、ケリ、スズメ、ツグミ、ドバト、トビ、
ハシボソガラス、ハシブトガラス、ハッカチョウ、ヒヨドリ、ムクドリ、メジロ、モズ、シロハラ、エナガ、
カイツブリ、ヒバリ、ユリカモメ、ツバメ　
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12月1日（火）～10日（木）は年末の交通事故防止運動期間です
　年末は、師走特有の慌ただしさによるいらだちや忘年会など飲酒の機会が増
加することから気が緩みがちとなります。また、交通流量が変化することから、
交通事故の多発が懸念されます。この運動は、このような年末の情勢を踏まえ、
広く交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交
通事故防止の徹底を図ることを目的としています。
●運動の最重点　　子どもと高齢者の交通安全
●運動の重点
　（１）飲酒運転の根絶
　（２）夕暮れ時の交通安全
　（３）自転車の交通安全
　（４） 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正

しい着用の徹底
▶問合せ　危機管理グループ☎０７９（４３５）０９９１

行政相談
 日時 12月28日(月) ９：30～11：30
 場所 中央公民館
消費生活・多重債務相談
 日時 毎週月～金曜日（祝日除く）
  ９：00～16：00
 場所 住民グループ

※月・火・木曜日は消費生活相談員が
対応します。

 電話相談・問合せ　
 ☎０７９（４３５）１９９９
司法書士による多重債務相談（予約が必要）
ローンやクレジットの返済でお困りの
方はご相談ください。
 日時 毎月第２木曜日13：30～15：30
 場所 中央公民館
 申込み・問合せ
 消費生活相談コーナー
 ☎０７９（４３５）１９９９
納税と相談
 日時 毎月第４日曜日
  9：00～12：00、13：00～17：00
 場所 税務グループ（中央公民館側通

用口をご利用ください）
税理士会の税務相談（予約が必要）
 日時 12月１日(火)、８日(火)、
  15日(火)
  13：30～16：30
 場所 加古川税理士会館
 問合せ  近畿税理士会加古川支部
 ☎０７９（４２１）１１４４
税務相談（予約が必要）
 日時 12月４日(金) 13：00～15：00
 場所 播磨町商工会館
 対象 商工業者
 申込み・問合せ  播磨町商工会
 ☎０７９（４３５）１６３０
起業・開業相談（予約が必要）
 日時 12月11日（金) 13：00～15：00
 場所 播磨町商工会館
 対象 開業予定者及び開業まもない方
 申込み・問合せ  播磨町商工会
 ☎０７９（４３５）１６３０

法律相談（予約が必要）
 日時 12月１日(火)、15日(火)
  10：00～12：00
  12月７日(月)、21日(月)
  18：00～20：00
 場所・申込み　中央公民館
 （窓口での申込順。電話予約不可）
心配ごと相談
 日時 毎週火曜日（祝日除く）
  13：00～16：00
 場所 福祉しあわせセンター
困りごと相談
 日時 12月10日(木)、24日(木)
  13：00～15：00
 場所 福祉しあわせセンター
人権相談（常設相談）
 日時 毎週月～金曜日（祝日除く）
  ８：30～17：15
 場所 神戸地方法務局加古川支局
 ☎０５７０（００３）１１０
 （全国共通ナビダイヤル）
地域ふれあい介護相談
 日時 12月16日(水) 10：00～12：00
 場所 あっぷるグループホーム播磨
  (野添401-3）
 申込み・問合せ
 ☎０７８（９４４）１７９９
福祉相談
 日時 12月２日(水)、16日(水)
　　　 13：30～16：00
 場所 福祉しあわせセンター
知的障がい者（児）相談
 日時 毎月第２土曜日 10：00～11：30
 場所 石ヶ池公園パークセンター
身体障がい者相談

【相談員】（敬称略）
	 政本 和子【古宮236番地の４】
　☎・ ０７９（４３７）００３７
　※☎・ はNPO法人アエソンにかかります。
	 加藤 和子【北本荘１丁目３番13号】
 ☎・ ０７９（４３７）６４１７

障がい福祉なんでも相談室
 場所　福祉しあわせセンター
	 知的障害  毎週火曜日 10：00～12：00
	 身体障害  毎週木曜日 10：00～12：00
	 精神障害  毎週金曜日 10：00～12：00
 ※祝日を除きます。
 申込み　電話で予約が必要です
 ☎０７９（４３５）２３６１
母子家庭相談（予約が必要）
 日時 12月９日(水)、24日(木)
  10：00～16：00
 場所・申込み　福祉グループ
主任児童委員による子育て相談
 日時 12月28日(月) 13：30～16：00
 場所 福祉しあわせセンター
子育て相談（事前問合せ必要）
両施設で来所相談を行っています。

（祝日除く）
◎北部子育て支援センター
 日時 毎週月～土曜日10：00～16：00
 電話相談・問合せ
 ☎０７８（９４４）０７１７
◎南部子育て支援センター
 日時 毎週月～土曜日10：00～16：00
 電話相談・問合せ
 ☎０７９（４３７）４１８８
臨床心理士による子育て相談
予約が必要です。
◎北部子育て支援センター
 日時 12月２日(水) 13：30～15：30
 申込み・問合せ
 ☎０７８（９４４）０７１７
◎南部子育て支援センター
 日時 12月９日(水) 13：30～15：30
 申込み・問合せ　
 ☎０７９（４３７）４１８８
子どもの悩み相談
 日時 毎週月～金曜日
  ９：00～16：00
 場所 役場第２庁舎３階
  ふれあいルーム（電話可）
 ☎０７９（４３７）４１４１

12 月 の 各 種 相 談

障害者週間
12月３日（木）～９日（水）

　障害者基本法において、障害や
障がい者に対する国民の関心と理
解を深め、障がい者の自立と社会
参加への意欲を高めることを目的
として、毎年12月３日から９日ま
でを「障害者週間」と定めています。
障がいのある方が困っていたら、
積極的に声かけをしましょう。
▶問合せ　福祉グループ
☎０７９（４３５）２３６１
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